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太陽光発電は一部家庭で固定価格買取制度が終了するなど転換期を迎え、
主な設置目的は「投資・売電」から「自家消費」へと移行しています。
例えば・・・・
消費電力の多い217キロワット契約の医療法人→年間218万円削減
削減した分を新たな省エネ機器などの購入に充てることが出来ます。
この静岡県は全国的にも日照量が多く、削減効果が大きいのです。
地域の特性を生かし、皆様のお役に立てますようご提案させて頂きます。


